
2023/4/1現在

テレワーク 専門人材 関係人口 1人あたり加算額 加算の条件（条件付きの場合）

1 前橋市 ○ ○ ○ 100万円

2 高崎市 ○ ○ ○ 30万円

3 桐生市 ○ ○ × 100万円 加算する人数の上限を3人とする。

4 伊勢崎市 ○ ○ ○ 100万円 18歳未満への支給は扶養の範囲に限定する。

5 太田市 ○ ○ ○ 100万円 加算する上限は３人までとする。

6 沼田市 ○ ○ × 30万円

7 館林市 ○ ○ ○ 100万円 加算する人数の上限を3人とする。

8 渋川市 ○ ○ ○ 100万円 18歳未満への支給は扶養の範囲に限定する。

9 藤岡市 ○ ○ ○ 100万円 扶養の範囲に限定する。

10 富岡市 ○ ○ ○ 100万円
18歳未満への支給は扶養の範囲に限定し、最大2

人までを対象とする。

11 安中市 ○ ○ ○ 100万円 加算する人数の上限を３人とする。

12 みどり市 ○ ○ ○ 100万円
・加算する人数の上限を3人とする。

・18歳未満への支給は扶養の範囲に限定する。

13 榛東村 ○ ○ × 30万円

14 吉岡町 ○ ○ × 100万円

15 上野村 ○ ○ ○ 100万円

16 神流町 ○ ○ ○ 30万円 18歳未満への支給は扶養の範囲に限定する。

17 下仁田町 ○ ○
○

※R5.4.1～
100万円

・加算する人数の上限を3人とする。

・18歳未満への支給は扶養の範囲に限定する。

18 南牧村 × × × 30万円

19 甘楽町 ○ ○ ○ 100万円 加算する人数の上限を3人とする。

20 中之条町 ○ ○ ○ 30万円

21 長野原町 ○ ○ × 30万円

22 嬬恋村 ○ × × 30万円

23 草津町 ○ ○ × 30万円

24 高山村 ○ ○ ○ 30万円

25 東吾妻町 ○ ○ × 30万円

26 片品村 ○ ○ × 30万円

27 川場村 ○ ○ ○ 30万円

28 昭和村 ○ ○ × 30万円

29 みなかみ町 ○ × ○ 30万円

30 玉村町 ○ ○ ○ 30万円

31 板倉町 ○ ○ ○ 30万円

32 明和町 ○ ○ × 30万円

33 千代田町 ○ ○ ○ 30万円

34 大泉町 ○ ○ ○ 30万円

35 邑楽町 ○ ○ ○ 30万円

※転入日が令和4年度の場合、18歳未満の世帯員の加算は一律1人につき30万円です。詳しくは窓口で御相談ください。

18歳未満の世帯員への加算について支給要件への対応
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